
 

 

 

 

 

 

自動車破損事故に係る損害賠償額の専決処分について 

 

 

１ 発生日時  令和６年３月６日（水）午後５時 45分頃 

 

 ２ 発生場所  八戸市立江南小学校 

 

３ 事故の概要 被害者が自家用車で、江南小学校敷地内に併設されている江南な

かよしクラブへ子の迎えのため出かけ、子を迎え入れ自宅へ帰ろ

うとした際、渡り廊下の下をくぐり抜けたところ、渡り廊下の屋

根から落雪があり、被害者の自家用車に当たり、車両ルーフが破

損した。 

 

４ 損害賠償額 201,500円 

     ※全国市長会学校災害賠償補償保険より、時価損害額 119,000円 

            および代車代 82,500円を給付 

 

５ 専決処分月日  令和６年４月 26日（金）処分第 11号 

 

６ 示談成立月日  令和６年４月 30日（火） 

 

教育委員会定例会資料 

令和６年  ５月２ 9 日 

学 校 教 育 課 




